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募
集
し
ま
す
。
詳
し
く
は
同
実
行
委

員
会
事
務
局
（
市
役
所
東
館
７
階
…

観
光
振
興
課
内
）
で
配
布
す
る
応
募

要
項
か
「
西
宮
ま
ち
た
び
博
」
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://m

achitabi.j
p
/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
申
込
は

５
月
　
日
ま
で
。

２２

　
申
込
方
法
な
ど
問
合
せ
は
西
宮
ま

ち
旅
博
覧
会
実
行
委
員
会
（
０
７
９

８
・
２
６
・
２
４
３
８
）
へ
。

　
【
募
集
内
容
】
案
内
ガ
イ
ド
と
巡

　
西
宮
ま
ち
旅
博
覧
会
実
行
委
員
会

は
、
既
存
の
「
ま
ち
の
魅
力
」
を
生

か
し
、
本
物
感
や
人
の
ぬ
く
も
り
を

伝
え
る
回
遊
・
体
験
型
博
覧
会
と
し

て
、
平
成
　
年
度
に
「
西
宮
ま
ち
た

２３

び
博
プ
レ
・
み
や
」
を
開
催
し
、数
多

く
の
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
秋
か
ら
本
開
催
す
る
「
西
宮
ま
ち

た
び
博
」
を
さ
ら
に
盛
り
上
げ
て
い

く
た
め
に
、
イ
ベ
ン
ト
等
を
自
主
的

に
企
画
・
運
営
す
る
市
内
の
団
体
を

る
ま
ち
歩
き
イ
ベ
ン
ト
▽
西
宮
な
ら

で
は
の
本
物
感
が
体
感
で
き
る
イ
ベ

　
４
月
か
ら
、
子
ど
も
手
当
か
ら
児

童
手
当
に
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た
。

支
給
額
は
こ
れ
ま
で
の
子
ど
も
手
当

と
同
額
で
す
。
た
だ
し
、
６
月
分
以

降
は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
＝
下
表

　にしのみや市民祭り協議会
は、例年８月に「にしのみや市
民祭り」を開催していました
が、今年は１１月１７日（土）に開
催します。会場は昨年と同じ市
役所本庁舎周辺です。
　なお、ステージ出演団体など
の募集案内については、本紙６
月２５日号に掲載予定です。
　問合せはにしのみや市民祭り
協 議 会 事 務 局（0798･35･
3458…市民協働推進課内）
へ。

◆
市
か
ら

　
国
民
生
活
基
礎
調
査
は
、
厚
生
労

働
省
が
毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ

の
調
査
は
、
保
健
、
医
療
、
福
祉
、

年
金
、
所
得
な
ど
の
生
活
の
基
礎
的

事
項
を
把
握
し
、
厚
生
労
働
行
政
の

企
画
・
立
案
に
必
要
な
基
礎
資
料
を

得
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
調
査
の
対
象
は
、
平
成
　
年
実
施

２２

の
国
勢
調
査
区
か
ら
無
作
為
に
抽
出

さ
れ
た
、
全
国
で
１
１
０
２
地
区
の

全
て
の
世
帯
と
そ
の
世
帯
員
で
す
。

　
市
内
で
は
、
４
地
区
の
家
庭
に
調

査
員
証
を
携
帯
し
た
調
査
員
が
訪
問

し
、
調
査
票
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

調
査
票
の
回
収
は
６
月
上
旬
か
ら
の

予
定
で
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
　
問
合
せ
は
保
健
所
保
健
総
務
課

（
０
７
９
８
・
２
６
・
３
６
８
１
）

へ
。
　
【
対
象
地
区
】
青
木
町
４
―
　
の
２５

一
部
、
上
ケ
原
四
番
町
３
―
　
と
１２

　
、
若
草
町
２
丁
目
８
、
東
山
台
４

１５丁
目
１
～
５

　
怯
特
定
疾
病
患
者
見
舞
金
の
申
請

を
受
付
　
受
給
対
象
は
、
平
成
　
年
２４

４
月
１
日
現
在
お
よ
び
申
請
時
ま
で

継
続
し
て
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
る

人
で
、
県
が
認
定
し
た
一
般
特
定
疾

患
医
療
受
給
者
証
、
先
天
性
血
液
凝

固
因
子
障
害
等
医
療
受
給
者
証
、
県

単
独
疾
患
の
医
療
受
給
者
証
を
持
っ

て
い
る
人
。
支
給
額
は
年
２
万
円
。

申
請
は
９
月
　
日
ま
で
。
見
舞
金
を

２８

受
け
る
に
は
毎
年
手
続
き
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
問
合
せ
は
保
健
所
健
康

増
進
課
（
０
７
９
８
･２
６
･３
６

６
９
）
へ

　
怯
人
権
相
談
所
を
開
設
（
５
月
１

日
～
７
日
は
憲
法
週
間
）
　
人
権
意

識
の
普
及
と
高
揚
を
図
る
た
め
、
毎

月
第
１
・
３
木
曜
の
午
後
１
時
～
４

時
（
受
付
は
３
時
半
ま
で
）
に
市
民

相
談
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）
で

開
設
し
ま
す
（
５
月
と
来
年
１
月
は

第
３
木
曜
の
み
）
。
子
ど
も
の
い
じ

め
や
差
別
な
ど
で
悩
ん
で
い
る
人
は

気
軽
に
相
談
を
。
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。
問
合
せ
は
人
権
平
和
推
進
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
３
２
０
）

へ　
怯
「
戦
没
者
・
戦
災
死
没
者
・
海

外
物
故
者
・
原
爆
死
没
者
合
同
慰
霊

祭
」
を
開
催
　
５
月
　
日（
金
）午
前

１１

９
時
半
か
ら
市
民
会
館
ア
ミ
テ
ィ
ホ

ー
ル
で
。
西
宮
市
へ
転
入
し
た
な

ど
、
参
列
を
新
た
に
希
望
さ
れ
る
ご

遺
族
は
健
康
福
祉
計
画
課
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
１
３
５
）
へ

　
怯
子
ど
も
の
水
難
事
故
に
注
意
　

た
め
池
や
用
水
路
で
毎
年
水
難
事
故

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
事
故
の
発
生

を
防
ぐ
た
め
、
子
ど
も
た
ち
だ
け
で

た
め
池
や
用
水
路
で
遊
ば
せ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。
問
合
せ
は
農
政

課
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
３
２
９
）

へ　
怯
３
月
　
日
付
け
で
認
知
症
対
応

３０

型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
を
指
定
　

指
定
事
業
者
は
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ア

リ
ス
甲
子
園
（
枝
川
町
８
―
　
☎
０

６８

７
９
８
・
４
８
・
０
７
７
０
）
。
問

合
せ
は
介
護
保
険
課
（
０
７
９
８
・

３
５
・
３
１
５
２
）
へ
　
※
利
用
申

込
な
ど
詳
し
く
は
事
業
者
へ
問
合
せ

を

　
怯
障
害
の
あ
る
人
に
対
す
る
自
動

車
税
・
自
動
車
取
得
税
の
減
免
制
度

の
見
直
し
　
４
月
以
降
の
申
請
受
付

分
か
ら
。
対
象
は
身
体
障
害
者
手
帳

な
ど
を
持
つ
人
。
問
合
せ
は
自
動
車

税
が
西
宮
県
税
事
務
所（
０
７
９
８
・

３
９
・
６
１
１
３
）、
自
動
車
取
得
税

が
神
戸
県
税
事
務
所（
０
７
８
・
４
４

１
・
０
３
０
５
）、
自
動
車
取
得
税

（
軽
自
動
車
）が
西
神
戸
県
税
事
務
所

（
０
７
８
・
９
２
７
・
７
７
０
０
）へ

◆
官
公
署
か
ら

参
照
。
所
得
制
限
を
超
過
し
た
人
の

支
給
額
は
児
童
１
人
あ
た
り
月
額
５

０
０
０
円
で
す
。
平
成
　
年
３
月
　

２４

３１

日
現
在
、
本
市
で
子
ど
も
手
当
を
受

給
し
て
い
て
、
支
給
対
象
に
な
る
児

童
の
数
等
に
変
更
が
な
い
人
は
、
手

続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
出

生
や
転
出
入
の
場
合
は
支
給
要
件
に

該
当
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

　
日
以
内
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。

１５

　
市
は
、
「
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
西
宮
～

市
の
概
要
や
見
ど
こ
ろ
を
紹
介
」
を

発
行
し
ま
し
た
。
Ａ
４
判
、
フ
ル
カ

ラ
ー
、
　
ペ
ー
ジ
。

３４

　
西
宮
の
自
然
や
伝
統
、
観
光
ス
ポ

ッ
ト
な
ど
の
多
彩
な
魅
力
を
写
真
や

地
図
を
使
っ
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
指
針

で
あ
る
第
４
次
西
宮
市
総
合
計
画

や
、
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
か
ら
西
宮

に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
西
宮
は
、
次
の
場

所
で
無
料
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
市
政
情
報
似
広

報
・
広
聴
似
そ
の
他
の
広
報
）
か
ら

も
閲
覧
で
き
ま
す
。

　市は、市内で活動しているＮ
ＰＯ法人や市民活動団体を紹介
する冊子「ＮＰＯ等市民活動団
体ガイドブックｉｎにしのみや
２０１２春」を発行しました。
　この冊子で、環境や福祉、ま
ちづくりなどさまざまなジャン
ルで活動している１１９団体の情
報を得ることができます。
　次の場所で無料配布していま
すので、ぜひご活用ください。
ただし、在庫がなくなり次第配
布が終了になります。
　問合せは市民協働推進課
（0798・35・3764）へ。
【配布場所】市民協働推進課
（市役所本庁舎７階）、市民交流
センター、各支所・市民サービ
スセンター・公民館・市民館、
アクタ西宮ステーション

　
問
合
せ
は
子
ど
も
手
当
課
（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
１
８
９
）
へ
。

所得額
（収入額の目安）

住民税上の
扶養親族数

630万円
（833万3000円）なし

668万円
（875万6000円）1人

706万円
（917万8000円）2人

744万円
（960万円）3人

　
問
合
せ
は
広
報
課
（
０
７
９
８
・

３
５
・
３
４
０
０
）
へ
。

　
【
配
布
場
所
】
広
報
課
（
市
役
所

本
庁
舎
４
階
）
、
各
支
所
・
市
民
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア
ク
タ
西
宮
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
　
※
郵
送
希
望
の
場
合

は
、「
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
西
宮
希
望
」、

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
書
い
た

も
の
と
切
手
２
０
０
円
分
（
１
冊
）

を
広
報
課
（
〒
６
６
２
―
８
５
６
７

六
湛
寺
町
　
―
３
）
へ

１０

　市とボランティアガイド「ツーリズム西
宮楽らく探見隊」は、観光ボランティアガ
イド養成講座の受講生を募集します。
　受講者には、同隊のメンバーとして「西
宮まちたび博」の中のまち歩きプログラム
でガイドとして活躍してもらいます。受講
料無料。定員あり。申込は５月１６日まで。
　申込方法など詳しくは観光振興課（市役
所東館７階☎0798・35・3331）、各
支所・市民サービスセンター、アクタ西宮
ステーションで配布する募集要項か市のホ
ームページ（楽しむ・学ぶ飼観光）をご覧く
ださい。
【日程】５月２６日（土）・６月２日（土）の午前
１０時～。２回シリーズ

ン
ト
▽
そ
の
他
観
光
に
つ
な
が
る
イ

ベ
ン
ト

　このたび、「児童扶養手当」および「特別児
童扶養手当」の支給額が変更されました。４
月分からの支給額は下表のとおり。問合せは
子ども手当課（0798・35・3190）へ。

児童3人児童2人児童1人区分

4万9430円4万6430円4万1430円全部
支給手

当
月
額

1万7780円～
4万9420円

1万4780円～
4万6420円

9780円～
4万1420円

一部
支給

※児童が４人以上のときは１人増えるごとに3000円が
　加算されます

２級
（中度障害児）

１級
（重度障害児）手当月額

3万3570円5万400円

【児童扶養手当】

【特別児童扶養手当】

国
民
生
活
基
礎
調
査

市
内
４
地
区
を
訪
問

まちの多彩な魅力などを紹介

６月分以降の所得制限

児童扶養手当 特別児童扶養手当

支給額を変更

にしのみや市民祭にしのみや市民祭りり


